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債
権
回
収
会
社
等
に
よ
る
債
権
回
収
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
付
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
よ
れ
ば
、
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
分
別
の
利
益
を
有
し
、
未
返
還
額
の

半
分
し
か
支
払
い
義
務
が
な
い
保
証
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
伝
え
な
い
ま
ま
、
全
額
を
請
求
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
様
に
債
権
の
回
収
を
行
う
債
権
回
収
会
社
（
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
三
項
に
い

う
債
権
回
収
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
貸
金
業
者
（
貸
金
業
法
第
二
条
第
二
項
の
貸
金
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
銀
行
（
銀
行
法
第
二
条
第
一
項
の
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
債
権
回
収
の
方
法
に
つ
い
て

も
法
令
上
の
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
関
し
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

�

債
権
回
収
会
社
が
、
本
人
が
一
部
を
弁
済
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
保
証
人
に
対
し
て
、
保
証
人
が
本
人
に
よ
る
弁
済

を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
期
し
て
、
貸
付
額
全
額
並
び
に
そ
れ
に
対
す
る
利
息
及
び
遅
延
損
害
金
の
全
部
を
弁

済
す
る
よ
う
求
め
る
督
促
状
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
か
ら
全
く
弁
済
さ
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
装
い
、
残

債
務
全
額
の
弁
済
を
求
め
た
場
合
、
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
八
条
第
四
項
そ
の
他
同
法
及
び
他

の
法
令
に
違
反
し
な
い
か
。
ま
た
、
か
か
る
事
実
を
把
握
し
た
場
合
に
行
政
指
導
又
は
行
政
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る

一



か
、
そ
の
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

�

貸
金
業
者
が
、
前
記
�
同
様
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
貸
金
業
法
第
十
二
条
の
六
第
一
号
そ
の
他
同
法
及
び
他
の
法

令
に
違
反
し
な
い
か
。
ま
た
、
か
か
る
事
実
を
把
握
し
た
場
合
に
行
政
指
導
又
は
行
政
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
か
、

そ
の
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

�

銀
行
が
、
前
記
�
同
様
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
三
第
一
号
又
は
第
四
号
（
同
法
施
行
規
則
第

十
四
条
の
十
一
の
三
第
一
号
）
そ
の
他
同
法
及
び
他
の
法
令
に
違
反
し
な
い
か
。
ま
た
、
か
か
る
事
実
を
把
握
し
た
場

合
に
行
政
指
導
又
は
行
政
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
か
、
そ
の
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

�

前
記
�
の
行
為
は
刑
法
第
二
百
四
十
六
条
の
詐
欺
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
に
あ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ

の
お
そ
れ
は
な
い
と
言
え
る
か
。

二

�

債
権
回
収
会
社
が
、
連
帯
保
証
人
で
な
い
保
証
人
が
二
名
お
り
、
保
証
連
帯
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
保
証
人
の
う

ち
一
名
に
対
し
て
、
そ
の
保
証
人
が
分
別
の
利
益
（
民
法
第
四
百
五
十
六
条
、
同
法
第
四
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

残
債
務
の
二
分
の
一
を
超
え
て
弁
済
す
べ
き
法
律
上
の
義
務
が
な
い
こ
と
）
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
期
し

て
、
貸
付
残
元
本
額
全
額
並
び
に
そ
れ
に
対
す
る
利
息
及
び
遅
延
損
害
金
の
全
部
を
弁
済
す
る
よ
う
求
め
る
督
促
状
を

二



送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
証
人
一
名
が
単
独
で
残
債
務
全
額
を
弁
済
す
べ
き
義
務
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
残
債

務
全
額
の
弁
済
を
求
め
た
場
合
、
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
八
条
第
四
項
そ
の
他
同
法
及
び
他
の

法
令
に
違
反
し
な
い
か
。
ま
た
、
か
か
る
事
実
を
把
握
し
た
場
合
に
行
政
指
導
又
は
行
政
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る

か
、
そ
の
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

�

前
記
�
の
行
為
は
、
当
該
保
証
人
が
主
債
務
者
の
親
族
そ
の
他
の
主
債
務
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
場

合
、
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
八
条
第
七
項
そ
の
他
同
法
及
び
他
の
法
令
に
違
反
し
な
い
か
。
ま

た
、
か
か
る
事
実
を
把
握
し
た
場
合
に
行
政
指
導
又
は
行
政
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
か
、
そ
の
判
断
基
準
が
あ
れ
ば

示
さ
れ
た
い
。

�

貸
金
業
者
が
、
前
記
�
同
様
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
貸
金
業
法
第
十
二
条
の
六
第
一
号
、
同
条
第
四
号
、
第
二
十

一
条
そ
の
他
同
法
及
び
他
の
法
令
に
違
反
し
な
い
か
。
ま
た
、
か
か
る
事
実
を
把
握
し
た
場
合
に
行
政
指
導
又
は
行
政

処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
か
、
そ
の
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

�

銀
行
が
、
前
記
�
同
様
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
三
第
一
号
又
は
第
四
号
（
同
法
施
行
規
則
第

十
四
条
の
十
一
の
三
第
一
号
）
そ
の
他
同
法
及
び
他
の
法
令
に
違
反
し
な
い
か
。
ま
た
、
か
か
る
事
実
を
把
握
し
た
場

三



合
に
行
政
指
導
又
は
行
政
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
か
、
そ
の
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

�

前
記
�
の
行
為
は
刑
法
第
二
百
四
十
六
条
の
詐
欺
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
に
あ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ

の
お
そ
れ
は
な
い
と
言
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


